
第37条 第38条 第39条 第40条 第41条 第42条

福島132号 2019/12/17 2 株式会社相馬企業サービス
福島県相馬市新沼字観音前
２６０

宿泊業 2029/3/31

福島132号 2020/3/10 3 合資会社　丸屋
福島県南相馬市原町区旭町
二丁目２８番地

宿泊業・飲食業 2030/3/9

福島132号 2023/2/16 7 株式会社薬王堂
岩手県盛岡市盛岡駅西通二
丁目9番1号　マリオス６F

医薬品・化粧品小売業 2027/2/28

福島132号 2026/3/31 8 株式会社トヨタレンタリース福島
福島県福島市鳥谷野字天神
20番地1

自動車賃貸業 2031/3/30

指定事業者に適用する特例の法根拠及び指定期限

備考

【南相馬市】ふくしま観光復興促進特区の復興推進計画（認定番号：福島１３２号）に係る指定状況

【令和８年３月末時点】

認定番号 指定日
事業者
整理番号

個人事業者の氏名又は法人の名称
（指定申請書；別記様式第○の４）

個人事業者の住所又は法人の本店
若しくは主たる事務所の所在地
（指定申請書；別記様式第○の４）

復興推進事業の内容


